
ま ほ ろ ば 秦 野 通 信 

令和６年１１月５日 

タイトル 
マイナンバーカードを活用した救急業務 

（マイナ救急）の実証事業を継続します 

Ｗｈｅｎ 

（いつ） 

９月６日から実施している総務省消防庁所管のマイナ救急の

実証事業について継続実施されることになりました。 

【継続期間】 

１１月６日（水曜日）から令和７年３月３１日（月曜日） 

Ｗｈｅｒｅ 

（どこで） 
本市の救急隊が出動する現場において実施 

Ｗｈｏ 

（だれが） 【事業概要】 

◇救急隊が専用のタブレット端末で傷病者のマイナンバーカー

ドを読み込み、処方薬情報や健康診断結果等の医療情報を閲覧

し、救急業務の迅速化・円滑化を図るものです。 

◇総務省消防庁は、マイナ救急の一定効果が見受けられたことか

ら、実証事業を行う全国６７消防本部に対して、継続に関する意

向調査を実施し、本市が継続を希望したものです。 

Ｗｈａｔ 

（なにを） 

Ｈｏｗ 

（どのように） 

Ｗｈｙ 

（なぜ） 

ホームページ

URL 

「マイナンバーカードを活用した救急業務（マイナ救急）の実証事業を実施します」

https://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/contents/1718100524432/index.html 

問い合わせ 
消防管理課 救急救命担当：室伏  

電話：０４６３（８１）８０２０（直通） 

 


